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１．研究費について  

 

研究費には様々な種類があり、特に公的研究費は国民からの貴重な税金でまかなわれていま

す。研究目的に沿って、公正性および透明性を確保しつつ、経済的かつ効率的に使用しなくて

はいけません。 

津田塾大学公式ホームページの「学生の皆さんへ」では、研究費の不正使用について掲載して

いますので、必ずご確認ください。（https://www.tsuda.ac.jp/research/guideline.html） 

 

２．アルバイトの概要 

 

アルバイトとは、下記の条件に一致する雇用者を指します。 

①学内において 

②研究者の管理監督の下、 

③時間給により雇用される者 

上記に合致しないものは、謝礼の取り扱いとなります。 

 

３．雇用について  

 

【支払基準（時間給）】           

区分 金額 

本学学部生 1,120 円 

本学大学院生 1,120 円～1,230 円 

他大学学部生 1,120 円 

他大学大学院生 1,120 円～1,230 円 

 

＜雇用における注意事項> 

 

① アルバイト代の支払い 

・アルバイト代の支払いを翌月末日までに行えるように、必要書類は迅速にご提出くださ

い。 

 

② 源泉所得税 

・勤務条件によって源泉所得税の徴収の対象になります。 

 

③ 交通費 

・外部の方（本学学生以外のアルバイト）には支給可能ですが、本学の学生のように本学

までの通学定期券を保有している場合は、支給できません。 

 

 

https://www.tsuda.ac.jp/research/guideline.html
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4．勤務管理について 

 

アルバイト 
研究者 

（監督者） 
教育研究支援 

事務室 
経理課 

勤務の実態 

○A 打刻フォームでの勤務
開始・終了時の打刻 

○B 勤務表 

○C テレワーク出退勤連絡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
翌月末日までに 
アルバイト代受取 

 
 
 
 
 
 
 
勤務管理 

○B 勤務表の承認 

○C テレワーク出退勤連
絡 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○A 打刻フォーム 

○B 勤務表 

○C テレワーク出退勤連
絡 
確認・ 
収支簿入力 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○A 打刻フォーム 

○B 勤務表 

○C テレワーク出退勤連
絡 
確認 
アルバイト代支給処理 
 
経理課から 
銀行振り込み 
 

 

① 業務管理・勤務管理 

・雇用にあたっては、研究者自身が、責任をもって業務管理・勤務管理を行うことが求められ

ます。 

  ・日々の勤務管理は、アルバイトは、○A 打刻フォームでの勤務開始時間・終了時間の打刻およ

び○B 勤務表を使用してください。研究者は、○B 勤務表を使用して、研究者自身でアルバイ

トの勤務管理を行ってください。 

・管理できない状況（海外や自宅での勤務等）でのアルバイトの勤務は、原則として、認めら

れません。 

 →2020 年度より新型ウイルス感染拡大に伴い、限定的にテレワーク勤務の実施を許可して

います。遠隔での勤務により勤務表に押印ができない場合は、研究者が、アルバイトよ

り、メール、チャット、LINEなどで「勤務開始します」「勤務終了します」といった

○C テレワーク出退勤連絡を受けるようにしてください。 

また、時間の記録、およびアルバイトの氏名の記載がある画面のコピーを、勤務表とあわ

せて提出していただく必要があります。 

 






